
（参考） 

「筑後川水系における水資源開発基本計画」 

（新旧対照表） 

変  更  前 変  更  後 

平成 17 年 ４月 15 日 閣議決定 

平成 25 年 ２月 22 日 一部変更 

平成 27 年 12 月 18 日 一部変更 

平成 17 年 ４月 15 日 閣議決定 

平成 25 年 ２月 22 日 一部変更 

平成 27 年 12 月 18 日 一部変更 

平成 30 年 ６月 26 日  一部変更 

 

2 供給の目標を達成するため必要な施設の建設に

関する基本的な事項 

 

2 供給の目標を達成するため必要な施設の建設に

関する基本的な事項 

 

これらの事業に加え、既に完成した施設のうち次

の改築事業を行う。 

 

 

上記事業のほか、水資源開発基本計画に基づく

事業により生じた次の表左欄に掲げる施設につい

て、必要な機能向上、更新等の改築事業（水の供

給量及び供給区域の変更を伴わない事業に限る。）

を、当該事業に関する法律（これに基づく命令を

含む。）の規定に従い、同表右欄に掲げる者が行

う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

両筑平野用水二期事業 

事 業 目 的  この事業は、両筑平野

用水施設の改築を行うこ

とにより、福岡県の農業

用水、水道用水及び工業

用水並びに佐賀県の水道

用水の供給のための水路

等の機能回復を図るもの

である。 

事 業 主 体  独立行政法人 水資源機構 

河 川 名 小石原川及び佐田川 

江川ダム利水容量  約 24,000 千立方メートル

（有効貯水容量約 24,000

千立方メートル） 

予 定 工 期  平成 17 年度から平成 29

年度まで 

 

（削る） 

 

施 設 名 称 事 業 主 体 

松 原 ダ ム 国 土 交 通 省 

下 筌 ダ ム 国 土 交 通 省 

両 筑 平 野 用 水 施 設 独 立 行 政 法 人 水 資 源 機 構 

寺 内 ダ ム 独 立 行 政 法 人 水 資 源 機 構 

山 神 ダ ム 福 岡 県 

筑 後 大 堰 独 立 行 政 法 人 水 資 源 機 構 

耳納山麓土地改良事業造成施設 農 林 水 産 省 

筑 後 川 下 流 用 水 施 設 独 立 行 政 法 人 水 資 源 機 構 

福 岡 導 水 施 設 独 立 行 政 法 人 水 資 源 機 構 

竜 門 ダ ム 国 土 交 通 省 

佐 賀 導 水 施 設 国 土 交 通 省 

筑後川下流土地改良事業造成施設 農 林 水 産 省 

大 山 ダ ム 独 立 行 政 法 人 水 資 源 機 構 

 


